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随意契約結果表(委託等契約) 

所属名 山梨県立考古博物館 

契約締結年月日 

 

令和８年６月１０日 

契約者名 

 
株式会社東部文化財保存研究所 

契約名 
重要文化財深鉢形土器（安堂寺遺跡出土）等保存修理事業 

契約金額 

（税込み） 
４,８４０,０００ 円 

随意契約理由 本件は、重要文化財に指定された安道寺遺跡出土資料の保存処

理を行うものである。 

文化庁の補助事業を活用した事業であり重要文化財を扱う事業

であることから、事業の実施に際しては、資料の取り扱いに厳重

な注意が求められる。 

適切な契約の履行を確保する必要があるため、国宝や国指定重

要文化財の考古資料について、保存修理の実績がある業者と契約

することが望ましく、重要文化財を保管するに足る防火・防犯体

制が完備されていることも必要となる。 

また、運転中の破損事故等のリスク軽減を図る必要があるため、

関東圏内に作業施設を有していることが望ましい。 

 

現時点において、重要文化財の保存修理の実績を有し、関東圏

内に常設作業施設を有している業者は、株式会社東部文化財保存

研究所の一社のみである。 

 

以上のとおり、山梨県財務規則１３７条第３項の特別な理由に

該当するので見積合わせを省略する。 

 

 

 

 

随意契約の適用条項 
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

山梨県財務規則第１３７条第３項 

 

 


